
 

群馬産業技術センター自家用電気工作物保安管理業務契約書(案) 

群馬県立群馬産業技術センター(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」 という。)

とは、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下

「保安管理業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。なお、本委託契約の履

行細目は別紙１「自家用電気工作物の保安管理業務委託契約細目書」(以下「細目書」)に定める

電気事業法第４２条第１項に規定する保安規程に基づくものとする。 

(契約対象自家用電気工作物の概要) 

第１条 契約対象自家用電気工作物の概要は、次のとおりとする。 

(１)事業場の名称 群馬産業技術センター 

(２)事業場の所在地 群馬県前橋市亀里町８８４－１ 

(３)需要設備 設備容量 ４,４００キロボルトアンペア 

受電電圧 ６,６００ボルト 

(４)非常用発電装置 定格容量 ３００キロボルトアンペア 

定格電圧 ６,６００ボルト 

(５)発電所 設備容量 １１０キロボルトアンペア 

発電電圧 ２００ボルト(太陽電池発電所) 

２ この契約による委託期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

(委託業務の内容) 

第２条 甲が乙に委託する保安管理業務は、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安の監督に係る業務とし、細目書に基づき行うものとする。 

(１)甲は、第１条の事業場について乙の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」と

いう。)と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された保安業務担当者本人であることを

確認すること。 

(２)乙の保安業務担当者は、甲の事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証

明書を常に携帯し、甲に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが委託契約書に記された

保安業務担当者であることを明らかにすること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。 

(３)乙は、前条に掲げる自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提

出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 

(４)乙は、前条に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場

合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとる

べき措置について甲に指示又は助言すること。 

(５)乙は、前条に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受け

て、第３条に定めるところにより、工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置

について甲に指示又は助言すること。 

(６)乙は、前条に掲げる自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び

試験を行い、その結果を甲に報告すること。また、経済産業省令で定める技術基準の規定に

適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について甲に指示又は助

言すること。 

甲は、その記録を確認し、保安規程に定める期間保存すること。 

(７)乙は、電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、甲もしくは東京電力株式

会社等より通知を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指

示を行うこと。また、事故・故障の状況に応じて、乙は臨時点検を行い、その原因が判明した

場合には、同様の事故・故障の再発させないための対策について、甲に指示又は助言を行うこ

と。なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、甲に対し、電気事故

報告の作成及び手続きの指示又は助言を行うこと。 

(８)電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 

２ 甲は、前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の(１)～(３)のいずれかに該当する電気工

作物については、乙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機

器製造業者等に依頼して行うものとする。これに関し、甲は、乙の監督の下に点検等を行い、

乙は、その記録の確認を行う。また、乙は、甲の求めに応じ、助言を行うこととする。このほ



 

か、乙は、当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言ができるものとする。 

(１)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次

の(ア)～(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物 

ア 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備 

イ 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設 

備等又は特殊消防用設備等 

ウ 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械 

エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器 

オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器 

(２)設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な次の(ア)～(オ)のいずれかに該当す

る場合に設置される自家用電気工作物 

ア 立入に危険を伴う場所 

イ 情報管理のため立入が制限される場所 

ウ 衛生管理のため立入が制限される場所 

エ 機密管理のため立入が制限される場所 

オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所 

(３)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

３ 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第１項によるほか、甲が確認を行うもの

とする。 

(点検の頻度及び点検項目) 

第３条 第２条第１項に定める乙が定期的に行う点検の頻度及び点検項目は、月次点検、年次点検

及び臨時点検について下表に掲げる内容を基本とし、その詳細は、保安規程によるものとする。 

(１)月次点検 毎月１回 

(２)年次点検 毎年１回 

(３)臨時点検 必要な都度 

【需要設備】 

 

 



 

【内燃力発電所・ガスタービン発電所】 

  
【太陽電池発電所】 

 

【風力発電所】 

 

・月次点検とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものである。 

・年次点検とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものである。 

・臨時点検とは、電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生する恐れがあると判断したと

きに点検を実施するものである。 

２ 第２条第１項に定める甲の通知を受けて行う工事期間中の点検は、自家用電気工作物の設置又

は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合

状況について点検するものとし、その頻度は毎週１回とする。 

３ 乙は、(１)の月次点検のほか、甲に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を

行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合

しない恐れがないか、点検を行うこととする。 

４ 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報

動作電流(設定の上限値は 50 ㎃とする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏え

い警報」という。)連続して５分以上受信した場合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した

場合をいう。以下同じ。)に乙は、次の(１)及び (２)に掲げる処置を行うこととする。 

(１)警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。 

(２)警報発生時の受信の記録を３年間保存する。 

５ 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電 コイル、

電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及び OF ケーブルが、「ポリ塩化

ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正

な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当

するかどうかを確認すること。 



 

(監視装置の設置) 

第４条 第１条に掲げる自家用電気工作物の保安管理業務を行うにあたり、乙は低圧電路の絶縁状

態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。)を設置する。 

(委託手数料) 

第５条 委託手数料は、金○○○○○○○円とする。(うち消費税及び地方消費税の額は、 金

○○○○○○円) 

内訳は別表「支払計画表」に記載する。 

２ 細目書第１条第１項第６号から第７号に掲げる業務に対する手数料は、別に乙の定める規定に

より、その都度算定し、甲に協議する。 

(支払条件等) 

第６条 乙は、各四半期の業務終了後１５日以内に該当期間の実施した委託業務に関する報告書を

甲に提出するものとする。ただし、３月までに実施した分は３月３１日までに提出するものとす

る。 

２ 乙は、半期経過後に別表「支払計画表」に記載された、それぞれ６か月分の委託料請求書を甲に

提出するものとする。 

３ 甲は、前項の実績報告書及び委託料請求書が正当であると認めたときは、委託料請求書を受理し

た日から３０日以内に乙に対して委託料を支払うものとする。 

４ 甲の乙に対する支払いは、原則として乙の指定する金融機関に払い込むものとし、払込日をもっ

て支払われたものとする。 

５ 契約が消滅又は変更した場合は、必要に応じて委託手数料を精算するものとする。 

(契約保証金) 

第７条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

(委託業務の処理方法) 

第８条 乙は、細目書により、契約の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委託業務を実施するも

のとする。 

２ 乙は、本件業務が別に定める仕様書に適合するものであると確認する。 

(従事者) 

第９条 乙は、委託業務を行うに当たり、委託業務に直接従事させる者(以下「従事者」という。)は、

電気事業法施行規則に規定する要件に適合する者をあてる。 

２ 甲は、従事者のうち、委託業務に従事させることが不適当と認める者があるときは、その理由を

明示して従事者の交替を乙に求めることができる。 

３ 乙は、従事者が都合により勤務することができなくなったときは、前日までにその旨及びその交

替者の氏名を連絡しなければならない。 

(作業機材の負担区分) 

第１０条 委託業務の実施に要する機械、機器及び材料は、すべて乙の負担とする。 

(光熱水費の負担区分) 

第１１条 委託業務を実施するために使用する電気、水道等の費用は、甲の負担とする。 

２ 乙は、前項に掲げる経費を最小限にとどめるようにしなければならない。 

(臨機の措置) 

第１２条 甲は、委託業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、乙に対し所要の処理をとるこ

とを求めることができる。 

２ 乙は、甲の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく甲に報告しなけれ

ばならない。 

３ 乙は異常事態を発見したとき及びおそれがあるときは、甲にその旨を緊急連絡するとともに、直



 

ちに適切な処置を講じなければならない。 

(調査等) 

第１３条 甲は、乙の委託業務の処置状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業

務の実施に関して必要な指示を乙に与えることができるものとする。 

(再委託の禁止) 

第１４条 乙は、委託業務を自ら行うものとし、他の者に本件業務の全部又は一部を再委託すること

ができない。 

(解除等) 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。 

（２）乙の委託業務の処理が不適当と甲が認めたとき。 

（３）乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号。以下暴力団   

対策法」という。)第２条第２号に規定する暴力団(以下「暴力団」と いう。)又は役員等(乙 

が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には その役員又はその支店若しくは常

時業務等の契約を締結する事務所の代表者をい う。)が暴力団対策法第２条第６号に規定する

暴力団員(以下「暴力団員」という。) 若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。 

（４）本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等(以下「下請契約等」という。)

の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しな

かったとき。 

（５）乙がその他この契約書の条項に違反したとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したとき(前項第１号又は第２号に該当する場合にあっては、

乙の責めに帰すべき理由がある場合に限る。)は、乙に対し違約金として契約金額の 10 分の１に

相当する額の支払いを求めることができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないも

のとする。 

(談合等不正行為があった場合の解除等) 

第１６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、この契約を解除することがで

きる。 

（１）この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 
号。以下「独占禁止法」という。)第３条又は第８条第１号に違反したことにより、公正取引委

員会が乙に対して行う独占禁止法第７条又は第８条の２の規定に基づく排除措置命令(排除措

置命令がなされなかった場合は、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令)

又は独占禁止法第 85 条第１号の規定による抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が

確定したとき。 

（２）この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律

第 45号)第 96条の６又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑

が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、甲の請

求に基づき契約金額の 10 分の２に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 乙が第１項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項の規定する違約

金を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請求することができるものとする。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 

(違約金等の遅延利息) 

第１７条 乙が、第１５条第２項並びに第１６条第２項及び第３項に規定する金額を甲の指定する

期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、



 

年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

(暴力団等による不当要求行為があった場合の届出義務) 

第１８条 乙は、乙又は本契約に係る下請契約等の相手方が当該契約の遂行に当たり暴力団又は暴

力団員等から不当な要求行為を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察へ

の届出を行わなければならない。 

(損害賠償) 

第１９条 乙の従事者が委託業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償す

る責めを負うものとする。委託業務の実施により第三者に損害を与えたときも、同様とする。 

(秘密の保持) 

第２０条 乙又は乙の業務員は、業務上知り得た甲の秘密又は業務事項を第三者に漏らしてはなら

ない。なお、本契約を解除した後においても同様とする。 

(契約の費用) 

第２１条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

(信義則) 

第２２条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

(疑義等の決定) 

第２３条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、群馬県財務規則(平

成３年群馬県規則第 18 号)の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協義して

定めるものとする。 

上記契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有

するものとする。 

 

令和７年４月１日 

甲 

   群馬県前橋市亀里町８８４－１ 

   群馬県立群馬産業技術センター 

   所 長    ○○〇〇〇〇 

 

 

乙 

   ○○〇〇〇〇〇〇 

   ○○〇〇〇〇〇〇 

   ○○〇〇〇〇〇〇 
 
 
 
 
 
 
 

 



別表

(円) (円) (円) (円)

４月分

５月分

６月分

７月分

８月分

９月分

10月分

11月分

12月分

１月分

２月分

３月分

年額

請求額金　額 消費税額 合　計

支払計画表


